
第16表勾留・保釈関係の手続及び終局前後別人員一全裁判所及び最高、全高等・地方・簡易裁判所
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a) 被疑者数で外数である。



第17表刑事雑事件の種類別新受人員一全裁判所及び最高、全高等・地方・簡易裁判所
基本法条中法律名のないものは全て刑珈斫舩法である。
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